
台風等の自然災害発生時における登下校について
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。周囲たヽだ

Ｆ
　

，２
小
だ

■
‥

栃木県立足利清風高等学校

が発令 された場合
な場合 は直 ちに授業 を中止 し、速やかに

「警報」発令時
大雨、洪水、大雪、土砂災害等の警報が発令 された場合も、状況
とすることがあります。
る場合は、緊急連絡網や学校HP、 一斉配信メールにより連絡 し

らなくとも、道路、橋梁の決壊、浸水等により、登下校が危険な
機関のマ ヒ等により登校が困難な生徒は、無理に登校 しなくて結

の状況を十分確認 してください。
② 緊急連絡網や学校 HP、 一斉配信メール等により情報を必ず確認 してくだ

さい。
③ 登校中に、特別警報が発令 されたり、その他の警報が発令 されて身の危険

を感 じた りした場合は、帰宅することを原則 としますが、安全を第一に考え
行動 し、保護者および学校に必ず連絡してください。

④ 交通マヒ等で登下校中に移動できなくなった場合は、保護者および学校に
必ず連絡 してください。

⑤ 部活動や課外授業等の教育活動もすべて同様の対応 となりますので、上記
2の 内容 に準 じて行動 して くだ さい。

緊急連絡網、学校 HP、 一斉配信 メール等で確認 して、情報 を正 しく
伝達 し、共有 して くだ さい。
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